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（議  第３０８号） 

大 計 第 ４ ６ ６ 号

令和７年１１月１９日 

大阪市都市計画審議会 

会長 嘉 名 光 市 様 

  大阪市長 横 山 英 幸 

大阪都市計画公園の変更について（付議） 

  標題について、別紙案のとおり変更したいので、都市計画法

第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の規定

により付議します。 
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（案） 

大阪都市計画公園の変更（市決定） 

大阪都市計画公園中 ５・５・１０号 桃ヶ池公園 を ５・４・１０号 桃ヶ池公園 に 

名称を改め、次のように変更する。 

種 別 

名 称 

位置 面積 備考 

番号 公園名 

総合公園 ５・４・１０ 桃ヶ池公園 

大阪市 

阿倍野区 

桃ヶ池町 

一丁目及び 

桃ヶ池町 

二丁目地内 

約 6.6ha 

修景施設、 

遊戯施設、 

園路、広場、 

休養施設、 

便益施設、 

管理施設 

「区域は計画図表示のとおり」 
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理  由 

桃ヶ池公園は、水辺と緑を有する総合公園である。 

景観等に配慮した護岸等の整備状況を踏まえ、市民のレクリエー

ションや憩い、良好な都市景観の形成、都市環境の改善等の視点か

ら、機能及び施設配置を総合的に検討した結果、本案のとおり区域

を変更し、あわせて５・５・１０号桃ヶ池公園を５・４・１０号桃

ヶ池公園に名称を改めようとするものである。 
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（ 参 考 ） 

１．変更概要 

名称、区域の変更［面積 約 10.4ha → 約 6.6ha］ 

２．変更に係る土地の区域 

大阪市 阿倍野区 桃ヶ池町一丁目、桃ヶ池町二丁目及び長池町地内 
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公園の変更
（５・４・10号 桃ヶ池公園）
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凡 例

 計画決定区域 約６.６ｈａ

 削除区域

５・４・10
桃ヶ池公園

阿倍野区

東住吉区

昭和町三丁目

桃ヶ池町二丁目

山坂一丁目

５・４・11
長池公園

桃ヶ池町一丁目

長池町
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